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(57)【要約】
【課題】対向機器と接続中において鳴動処理が発生した
場合に、対向機器においても好適に鳴動処理を行うこと
ができる情報処理装置を提供する。
【解決手段】無線通信機能を有する対向機器と近距離無
線通信を行う通信手段と、音声データを記憶する記憶手
段と、音声データを鳴動させて鳴動処理を行う音声鳴動
手段と、音声データの中から、所定の処理の発生時に音
声鳴動手段により鳴動させる音声データを通知音として
設定する設定手段と、所定の処理の発生時（ステップＳ
１１）、対向機器との間で所定のプロファイルに基づく
接続がなされていた場合（ステップＳ１２）、通知音が
対向機器において再生可能かどうかを判定し（ステップ
Ｓ１３）、通知音が対向機器において再生可能であると
判定された場合、通知音を対向機器に転送し鳴動処理を
行わせる鳴動制御手段（ステップＳ１４）とを備えた。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信機能を有する対向機器と所定のプロファイルでＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ通信を行う通信手段と、
　音声データを記憶する記憶手段と、
　前記音声データを鳴動させて鳴動処理を行う音声鳴動手段と、
　前記対向機器で鳴動処理を行わせず、前記音声鳴動手段で鳴動処理を行わせる第１モー
ドと、前記音声鳴動手段で鳴動処理を行わせず、前記対向機器で鳴動処理を行わせる第２
モードと、前記音声鳴動手段および前記対向機器で鳴動処理を行わせる第３モードとの３
つのモードを備え、通話着信の発生時、前記対向機器との間で前記通信手段によるＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信で接続がなされていた場合に行われる鳴動処理を、前記３つのモードの
中から設定するモード設定手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記音声データの中から、通話着信の発生時に前記音声鳴動
手段により鳴動させる音声データを通知音として設定する設定手段と、
　前記通信手段で前記対向機器と特定のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のプロファイルに基づく
接続がなされ、かつ前記モード設定手段により前記第２モードが設定されているときに音
声着信が発生すると、前記設定手段により設定された前記通知音が前記対向機器において
再生可能かどうかを判定し、前記通知音が前記対向機器において再生可能であると判定さ
れた場合に、前記通知音を前記対向機器に転送し鳴動処理を行わせる鳴動制御手段と
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記記憶手段に記憶された前記音声データには、前記対向機器において再生可能な音声デ
ータである代替音データが複数記憶されており、
　前記鳴動制御手段は、前記通知音が前記対向機器において再生不可能であると判定され
た場合、前記記憶手段に記憶された前記代替音データを前記通知音の代替音として前記対
向機器に転送し鳴動処理を行わせることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記鳴動制御手段は、
　前記通信手段で前記対向機器とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の第１のプロファイルに基づく
接続がなされ、かつ前記モード設定手段により前記第３モードが設定されているときに通
話着信が発生すると、前記音声鳴動手段に代替音を鳴動させて、かつ前記代替音データを
前記通知音の代替音として前記対向機器に転送し鳴動処理を行わせるように制御し、
　前記通信手段で前記対向機器とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の第１のプロファイルとは異な
る第２のプロファイルに基づく接続がなされ、かつ前記モード設定手段により前記第３モ
ードが設定されているときに通話着信が発生すると、前記音声鳴動手段に前記通知音を鳴
動させて、かつ所定の代替音データを前記通知音の代替音として前記対向機器に転送し鳴
動処理を行わせるように制御することを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装
置。
【請求項４】
前記第１のプロファイルはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のＨＦＰプロファイルであり、前記第
２のプロファイルはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のＡ２ＤＰプロファイルであることを特徴と
する請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
前記鳴動制御手段は、
　前記通信手段で前記対向機器とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の第１のプロファイルに基づく
接続がなされ、かつ前記モード設定手段により前記第３モードが設定されているときに通
話着信が発生すると、前記音声鳴動手段にＳＭＡＦファイル方式の代替音を鳴動させて、
かつ前記ＳＭＡＦファイル方式の代替音データを前記通知音の代替音として前記対向機器
に転送し鳴動処理を行わせることを特徴とする請求項３または４に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に係り、特に対向機器と近距離無線通信を行う近距離無線通信
機能を備えた情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オーディオデータの再生出力が可能な、携帯電話機などの情報処理装置が普及し
ている。このような携帯電話機にてオーディオデータの再生を行う場合、ヘッドホンなど
の出力機器を利用して、オーディオデータの音声の出力が行われる。ユーザは、ヘッドホ
ンなどを利用することにより、電車の中や移動時においても周囲を意識せずオーディオデ
ータを楽しむことができる。
【０００３】
　携帯電話機に接続される出力機器には、ケーブルを用いて接続されるもの以外に、例え
ばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（ブルートゥース（登録商標））などの近距離無線通信方式を利用
したヘッドセットや車載機などの対向機器が用いられている。このような対向機器は、携
帯電話機とケーブルを用いて接続する必要がないため、ユーザにとって非常に利便性が高
い。
【０００４】
　対向機器は、携帯電話機との間で音声通話の発着信時における呼制御処理（接続要求、
呼出、応答、通話、切断までの一連の処理）の実行が可能なプロファイルを利用すること
により、携帯電話機を介してハンズフリー状態で通話することも可能であり、広く利用さ
れている。
【０００５】
　携帯電話機においては、対向機器に対してオーディオデータの再生中に通話着信が発生
し得る。従来、携帯電話機と対向機器との接続中に着信動作が割り込んだ場合に、割り込
んだ着信をユーザに容易に気付かせることができる技術が知られている（例えば、特許文
献１参照。）。
【特許文献１】特開２００６－３１９５７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　携帯電話機により通話着信時にスピーカなどを介して出力される着信音は、例えば携帯
電話機に搭載されたメモリカードや携帯電話機本体に記憶された音声データの中から、ユ
ーザにより選択されて設定される。携帯電話機は、記憶された音声データの中から、ユー
ザによる選択を受け付けた一の音声データを全ての通話着信に共通して設定することがで
きる。また、携帯電話機は、通話着信の発信元や、予めアドレス帳に記憶されたグループ
毎に異なる音声データを割り当てて設定することができる。このように、任意に着信音が
設定されることにより、ユーザは携帯電話機のディスプレイを確認することなく発信者や
発信者の所属するグループを確認することができる点で有効である。
【０００７】
　特許文献１に開示された技術においては、携帯電話機が対向機器と接続中に音声着信が
発生した場合、対向機器用に予め用意された着信音を再生することが考えられていた。す
なわち、ユーザが任意に設定した着信音を、対向機器との接続中においても好適に再生を
行うことは一切考慮されていなかった。このため、任意の着信音で着信通知を行いたいと
いうユーザの意図は反映されていなかった。
【０００８】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、対向機器と接続中において鳴動処
理が発生した場合に、対向機器においても好適に鳴動処理を行うことができる情報処理装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に係る情報処理装置は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信機能を有する対向
機器と所定のプロファイルでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を行う通信手段と、音声データを記
憶する記憶手段と、前記音声データを鳴動させて鳴動処理を行う音声鳴動手段と、前記対
向機器で鳴動処理を行わせず、前記音声鳴動手段で鳴動処理を行わせる第１モードと、前
記音声鳴動手段で鳴動処理を行わせず、前記対向機器で鳴動処理を行わせる第２モードと
、前記音声鳴動手段および前記対向機器で鳴動処理を行わせる第３モードとの３つのモー
ドを備え、通話着信の発生時、前記対向機器との間で前記通信手段によるＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ通信で接続がなされていた場合に行われる鳴動処理を、前記３つのモードの中から設
定するモード設定手段と、前記記憶手段に記憶された前記音声データの中から、通話着信
の発生時に前記音声鳴動手段により鳴動させる音声データを通知音として設定する設定手
段と、前記通信手段で前記対向機器と特定のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のプロファイルに基
づく接続がなされ、かつ前記モード設定手段により前記第２モードが設定されているとき
に音声着信が発生すると、前記設定手段により設定された前記通知音が前記対向機器にお
いて再生可能かどうかを判定し、前記通知音が前記対向機器において再生可能であると判
定された場合に、前記通知音を前記対向機器に転送し鳴動処理を行わせる鳴動制御手段と
を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る情報処理装置は、対向機器と接続中において鳴動処理が発生した場合に、
対向機器においても好適に鳴動処理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明に係る情報処理装置の実施形態を添付図面に基づいて説明する。図１は、本実施
形態におけるシステムの構成を示すブロック図である。本発明に係る情報処理装置の一例
としての携帯電話機１は、移動通信網２に収容された基地局（図示せず）との間で無線通
信を行う機能を有する。携帯電話機１の近傍には、本発明に係る対向機器の一例としての
ヘッドセット３が配置される。
【００１２】
　ヘッドセット３は、携帯電話機１から、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ブルートゥース
（登録商標））などの無線通信方式を用いて転送されたオーディオデータを受信し、リア
ルタイムに再生することができる。また、ヘッドセット３は、ハンズフリー制御により発
着信時における呼制御を行うことができる。ヘッドセット３は、携帯電話機１に対して無
線通信を介してリモート制御することができるリモコン（図示せず）を備える。なお、対
向機器としては、ヘッドセット３以外に車載器などを用いるようにしてもよい。
【００１３】
　図２は、本発明に係る情報処理装置の実施形態を示す携帯電話機の外観の構成を示す図
である。図２（Ａ）は、携帯電話機１を約１８０度に開いた開状態のときの正面から見た
外観の構成を示し、図２（Ｂ）は、携帯電話機１を開状態としたときの右側面から見た外
観の構成を示す。
【００１４】
　図２（Ａ）および（Ｂ）に示されるように、携帯電話機１は、中央のヒンジ部１１を境
に第一の筐体１２と第二の筐体１３とがヒンジ結合されており、ヒンジ部１１を介して矢
印Ｘ方向に折り畳み可能に形成される。携帯電話機１の内部の所定の位置には、送受信用
のアンテナ（後述する図４のアンテナ３１）が設けられており、内蔵されたアンテナを介
して基地局（図示せず）との間で電波を送受信する。
【００１５】
　第一の筐体１２には、その表面に「０」から「９」の数字キー、発呼・応答キー、リダ
イヤルキー、終話・電源キー、クリアキー、およびメニューキーなどの操作キー１４が設
けられており、操作キー１４を用いて各種指示を入力することができる。
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【００１６】
　第一の筐体１２の上部には、操作キー１４としての十字キー１６と確定キー１７が設け
られている。十字キー１６には、上方向キー、下方向キー、右方向キー、左方向キーが設
けられており、使用者が十字キー１６を上下左右方向に操作することによりメインディス
プレイ２１に表示されたカーソルなどを上下左右方向に移動させることができる。また、
確定キー１７を押下することにより、種々の機能を確定することができる。確定キー１７
には、メインディスプレイ２１の下部に設けられた確定キー機能表示部２１ａに表示され
る処理も割り当てられる。
【００１７】
　さらに、第一の筐体１２には、左ソフトキー１８および右ソフトキー１９が十字キー１
６および確定キー１７の上部にそれぞれ設けられる。第一の筐体１２の側面には、携帯電
話機１の操作を行うサイドキー２０が設けられる。左ソフトキー１８、右ソフトキー１９
およびサイドキー２０は、第一の筐体１２の内部方向に押下されることによって、それぞ
れ所定の処理が割り当てられている。特に左ソフトキー１８および右ソフトキー１９は、
メインディスプレイ２１の下部に設けられた左ソフトキー機能表示部２１ｂおよび右ソフ
トキー機能表示部２１ｃに表示される処理が割り当てられる。
【００１８】
　第一の筐体１２には、操作キー１４の下部にマイクロフォン２２が設けられており、マ
イクロフォン２２によって通話時の使用者の音声を集音する。
【００１９】
　なお、第一の筐体１２は、背面側に図示しないバッテリパックが挿着されており、終話
・電源キーが押下されてオン状態になると、バッテリパックから各回路部に対して電力が
供給されて動作可能な状態に起動する。
【００２０】
　一方、第二の筐体１３には、その正面にメインディスプレイ２１が設けられており、電
波の受信状態、電池残量の他、電子メールの内容、簡易ホームページなどを表示すること
ができる。メインディスプレイ２１は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ
、無機ＥＬ（ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプ
レイにより構成されるディスプレイである。
【００２１】
　また、メインディスプレイ２１の上部の所定の位置にはレシーバ（受話器）２３が設け
られており、これにより、使用者は音声通話することが可能である。なお、携帯電話機１
の所定の位置には、レシーバ２３以外の音声出力部としてのスピーカ２５も設けられてい
る。
【００２２】
　図３は、本発明に係る情報処理装置の実施形態を示す携帯電話機の他の外観の構成を示
す図である。図３の携帯電話機１は、図２の携帯電話機１の状態から矢印Ｘ方向に回動さ
せた閉状態を構成する。図３（Ａ）は、携帯電話機１が閉状態のときの正面から見た外観
の構成を示し、図３（Ｂ）は、携帯電話機１が閉状態のときの右側面から見た外観の構成
を示す。
【００２３】
　第二の筐体１３には、例えばＬＣＤで構成されるサブディスプレイ２４が設けられてお
り、現在のアンテナの感度のレベルを示すアンテナピクト、携帯電話機１の現在の電池残
量を示す電池ピクト、現在の時刻などが表示される。
【００２４】
　図４は、本実施形態における携帯電話機の内部の構成を示す図である。図示せぬ基地局
から送信されてきた無線信号は、アンテナ３１で受信された後、アンテナ共用器（ＤＵＰ
）３２を介して受信回路（ＲＸ）３３に入力される。受信回路３３は、受信された無線信
号を周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）３４から出力された局部発振信号とミキシングして中
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間周波数信号に周波数変換（ダウンコンバート）する。そして、受信回路３３は、このダ
ウンコンバートされた中間周波数信号を直交復調して受信ベースバンド信号を出力する。
【００２５】
　受信回路３３からの受信ベースバンド信号は、ＣＤＭＡ信号処理部３６に入力される。
ＣＤＭＡ信号処理部３６は、図示せぬＲＡＫＥ受信機を備える。このＲＡＫＥ受信機では
、受信ベースバンド信号に含まれる複数のパスがそれぞれの拡散符号（すなわち、拡散さ
れた受信信号の拡散符号と同一の拡散符号）で逆拡散処理される。そして、この逆拡散処
理された各パスの信号は、位相が調停された後、コヒーレントＲａｋｅ合成される。Ｒａ
ｋｅ合成後のデータ系列は、デインタリーブおよびチャネル復号（誤り訂正復号）が行わ
れた後、２値のデータ判定が行われる。これにより、所定の伝送フォーマットの受信パケ
ットデータが得られる。この受信パケットデータは、圧縮／伸張処理部３７に入力される
。
【００２６】
　圧縮／伸張処理部３７は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ）などにより構成され、ＣＤＭＡ信号処理部３６から出力された受信パケットデータを
図示せぬ多重分離部によりメディアごとに分離し、分離されたメディアごとに対してそれ
ぞれ復号処理を行う。
【００２７】
　圧縮／伸張処理部３７のビデオコーデックにて復号されたディジタル動画信号は、制御
部４１に入力される。制御部４１は、圧縮／伸張処理部３７から出力されたディジタル動
画信号に基づく動画を、図示せぬビデオＲＡＭ（例えばＶＲＡＭなど）を介してメインデ
ィスプレイ２１に表示させる。
【００２８】
　一方、通話モードにおいて、マイクロフォン２２に入力された話者（使用者）の音声信
号（アナログオーディオ信号）は、送話増幅器４０により適正レベルまで増幅された後、
ＰＣＭコーデック３８によりＰＣＭ符号化される。このＰＣＭ符号化後のディジタルオー
ディオ信号は、圧縮／伸張処理部３７に入力される。また、制御部４１にて作成された電
子メールなどのテキストデータも圧縮／伸張処理部３７に入力される。
【００２９】
　圧縮／伸張処理部３７は、ＰＣＭコーデック３８から出力されたディジタルオーディオ
信号を所定の送信データレートに応じたフォーマットで圧縮符号化する。これにより、オ
ーディオデータが生成される。また、圧縮／伸張処理部３７は、制御部４１から出力され
たディジタル動画信号を圧縮符号化して動画データを生成する。そして、圧縮／伸張処理
部３７は、これらのオーディオデータや動画データを図示せぬ多重分離部で所定の伝送フ
ォーマットに従って多重化した後にパケット化し、パケット化後の送信パケットデータを
ＣＤＭＡ信号処理部３６に出力する。また、制御部４１から出力されたディジタル音声信
号を伸張して復号化し、スピーカ２５から出力する機能も有する。なお、圧縮／伸張処理
部３７は、符号化、復号化できないファイル方式（例えばＳＭＡＦ音などの音声画像処理
部４９で処理されるファイル方式）が存在する。また、圧縮／伸張処理部３７によって処
理されてスピーカ２５から出力するデータは同時にＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８を
用いて外部へ転送することができないという制限がある。
【００３０】
　ＣＤＭＡ信号処理部３６は、圧縮／伸張処理部３７から出力された送信パケットデータ
に対し、送信チャネルに割り当てられた拡散符号を用いてスペクトラム拡散処理を施し、
スペクトラム拡散処理後の出力信号を送信回路（ＴＸ）３５に出力する。送信回路３５は
、スペクトラム拡散処理後の信号をＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈ
ｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式などのディジタル変調方式を使用して変調する。送信回路３
５は、ディジタル変調後の送信信号を、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振
信号と合成して無線信号に周波数変換（アップコンバート）する。そして、送信回路３５
は、制御部４１により指示される送信電力レベルとなるように、このアップコンバートに
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より生成された無線信号を高周波増幅する。この高周波増幅された無線信号は、アンテナ
共用器３２を介してアンテナ３１に供給され、このアンテナ３１から図示せぬ基地局に向
けて送信される。
【００３１】
　電源回路４４は、バッテリ４３の出力を元に所定の動作電源電圧Ｖｃｃを生成して各回
路部に供給する。時計回路４５は、現在の正確な時刻を計測する。
【００３２】
　また、メモリカードスロット４６は、メモリカードを着脱することが可能なスロットを
備えている。メモリカード４７は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリカードやＮＯＲ型フラッ
シュメモリカードなどに代表されるフラッシュメモリカードの一種であり、１０ピン端子
を介して画像や音声、音楽などの各種データの書き込みおよび読み出しが可能となってい
る。
【００３３】
　さらに、携帯電話機１にはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（ブルートゥース（登録商標））による
近距離無線通信を行うＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８が設けられる。Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈモジュール４８は、制御部４１の制御に基づき実行されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈアプリ
ケーションにより動作して、携帯電話機１の近傍に存在するヘッドセット３などと無線通
信を行う。なお、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ以外の近距離無線通信（例えば赤外線通信）を用い
るようにしてもよい。
【００３４】
　制御部４１は、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、およびＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されているプログラムまたは記憶
部４２からＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプログラムに従って各種の処理
を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより携帯電話機１
を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行する上において必要なデータ
などを適宜記憶する。
【００３５】
　また、音声画像処理部４９は、制御部４１などに制御され、特定のファイル方式（例え
ばＳＭＡＦファイル）についての音声・画像データについて復号化処理が行われ、スピー
カ２５から出力するための処理が行われる。なお、音声画像処理部４９は圧縮／伸張処理
部３７とは異なり、音声画像処理部４９によって処理されてスピーカ２５から出力するデ
ータは同時にＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８を用いて外部へ転送することができる。
【００３６】
　また、制御部４１は、対向機器としてのヘッドセット３との間でデータの授受を行う際
に、例えばＯＢＥＸ（ＯＢｊｅｃｔ　ＥＸｃｈａｎｇｅ）やＲＦＣＯＭＭ（ＲＳ２３２　
Ｓｅｒｉａｌ　Ｃａｂｌｅ　Ｅｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、ＳＤＰ（Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの通信プロトコルを用いて、Ａ２
ＤＰ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）や
ＨＦＰ（Ｈａｎｄｓ－Ｆｒｅｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、ＡＶＲＣＰ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅ
ｏ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）などの種々のプロファイルに応じ
たＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８による通信を統括的に制御する。なお、これらの通
信プロトコルやプロファイルは、上位のアプリケーションプログラムから下位の物理層ま
で順次積み重なったスタック構造をなしている。
【００３７】
　記憶部４２は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）などからなり、制御部４１の
ＣＰＵにより実行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群を格納して
いる。
【００３８】
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　なお、携帯電話機１は、ＨＦＰのプロファイルによる処理を行う際の機能として、移動
通信網２を使用して音声通話の発信や着信などを行う機能であるオーディオゲートウェイ
（ＡＧ）機能を有する。これに対し、ヘッドセット３は、ＨＦＰのプロファイルによる処
理を行う際の機能として、ＡＧ機能を有するデバイスに音声通話の発信要求や着信応答、
ハンズフリー通話などを行う機能であるハンズフリー（ＨＦ）機能を有する。
【００３９】
　また、携帯電話機１は、Ａ２ＤＰなどのＡＶプロファイルによる処理を行う際の機能と
して、オーディオデータの送信を行う機能であるＳＲＣ（ソース）機能を有する。これに
対し、ヘッドセット３は、ＡＶプロファイルによる処理を行う際の機能として、受信した
オーディオデータをスピーカ２５などで鳴動する機能であるＳＮＫ（シンク）機能を有す
る。
【００４０】
　携帯電話機１およびヘッドセット３は、以下に説明する通信処理においては、それぞれ
上述した機能を適宜用いて処理を行う。すなわち、携帯電話機１は、ＨＦＰのプロファイ
ルによる処理を行う際にはＡＧ機能を用い、ＡＶプロファイルによる処理を行う際にはＳ
ＲＣ機能を用いる。同様に、ヘッドセット３は、ＨＦＰのプロファイルによる処理を行う
際にはＨＦ機能を用い、ＡＶプロファイルによる処理を行う際にはＳＮＫ機能を用いる。
【００４１】
　なお、以下に説明する携帯電話機１とヘッドセット３との間の通信処理における動作制
御は、携帯電話機１では制御部４１が行い、ヘッドセット３ではヘッドセット３の有する
制御部（図示せず）が行う。説明の便宜上、以下の説明においては逐次指摘せずに、各動
作制御の主体（携帯電話機１またはヘッドセット３）のみを指摘して説明する。
【００４２】
　本実施形態における携帯電話機１に通話着信が発生した場合の着信音鳴動処理について
説明する。携帯電話機１は、通話着信発生時おける着信音鳴動処理に複数のモードを備え
る。まず、携帯電話機１には着信音をスピーカ２５などから出力させることにより着信通
知を行う通常モードと、着信音の出力を行わずにバイブレータ（図示せず）の振動やＬＥ
Ｄ（図示せず）の照明などを用いて着信通知を行うマナーモードが設けられている。携帯
電話機１は、例えばメインディスプレイ２１に表示された機能設定画面（図示せず）を介
して、通常モードおよびマナーモードのうちいずれか一方の選択を操作キー１４を介して
受け付けることにより、通話着信時の通知動作を設定することができる。
【００４３】
　通話着信時に出力される着信音は、例えばメインディスプレイ２１に表示された機能設
定画面を介して、記憶部４２やメモリカード４７などの携帯電話機１に設けられた記憶手
段に記憶された音声データの中から選択されて設定される。着信音には、予め携帯電話機
１に記憶された音声データや、ユーザによりネットワークサービスを利用してダウンロー
ドされた所望の音声データが用いられる。携帯電話機１は、記憶部４２やメモリカード４
７などに記憶された音声データの中から、ユーザによる選択を受け付けた一の音声データ
を全ての通話着信の通知音に共通して設定することができる。また、携帯電話機１は、音
声着信の発信元や、予めアドレス帳に記憶されたグループ毎に異なる音声データを割り当
てて通話着信の通知音を設定することができる。このように、着信音が自由度を持って設
定可能なことから、ユーザは、携帯電話機１のメインディスプレイ２１やサブディスプレ
イ２４を確認することなく、着信音を聞き分けることで発信者や発信者の所属するグルー
プを識別することができる点で有効である。以下、ユーザにより着信音として任意に設定
された音声データを着信音データという。
【００４４】
　本実施形態における携帯電話機１は、さらに対向機器としてのヘッドセット３との接続
中においてもユーザに好適に通話着信を通知するための着信音鳴動処理として、３つのモ
ードを備える。第１のモードは、携帯電話機１のみに鳴動処理を行わせるものである。第
２のモードは、ヘッドセット３のみに鳴動処理を行わせるものである。第３のモードは、
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携帯電話機１とヘッドセット３との両方に鳴動処理を行わせるものである。これらの着信
音鳴動処理のモードは、例えばメインディスプレイ２１に表示された機能設定画面を介し
て、３つのモードの中から一のモードの選択を操作キー１４を介して受け付けることによ
り、任意に設定することができる。
【００４５】
　本実施形態における携帯電話機１は、携帯電話機１と対向機器としてのヘッドセット３
との間の接続が確立中においてもヘッドセット３から着信音を出力し、好適に通話着信通
知を行うことができるようになっている。以下、携帯電話機１とヘッドセット３との間の
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が確立中において実行される着信音鳴動処理について具体的に説
明する。
【００４６】
　なお、以下図５乃至図７で説明する着信音鳴動処理は、携帯電話機１と対向機器として
のヘッドセット３とが何らかのプロファイルを利用してＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が確立さ
れている場合に実行される。着信音鳴動処理は、例えば携帯電話機１とヘッドセット３が
所定の音声データの転送に利用されるプロファイル（例えばＡ２ＤＰ、ＨＦＰ）やＡＶＲ
ＣＰ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、Ｄ
ＵＮ（Ｄｉａｌ－Ｕｐ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、ＯＰＰ（Ｏｂｊｅｃ
ｔ　Ｐｕｓｈ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）を利用した接続中である場合に実行される処理として説
明する。携帯電話機１とヘッドセット３との間にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が確立されてい
ない場合においては、上述した通常モードやマナーモードによる着信音鳴動処理が携帯電
話機１側のみにおいて実行される。また、携帯電話機１に通話着信が発生したタイミング
で一時的に携帯電話機１とヘッドセット３との接続が解除されていた場合（リンクロスし
ていた場合）においても同様に、上述した通常モードやマナーモードによる着信音鳴動処
理が携帯電話機１側のみにおいて実行される。また、以下に説明する着信音鳴動処理は前
述した３つの着信音鳴動処理モードのうち、設定された着信音鳴動処理モードに応じて処
理が異なる。
【００４７】
　まず、携帯電話機１とヘッドセット３が接続中において実行される着信音鳴動処理のう
ち、第１のモードである携帯電話機１のみに鳴動処理を行わせる設定がなされているとき
の着信音鳴動処理について説明する。
【００４８】
　図５は、本実施形態における携帯電話機により実行される携帯電話機のみにおいて鳴動
処理を行う第１の着信音鳴動処理を説明するフローチャートである。
【００４９】
　ステップＳ１において、携帯電話機１の制御部４１は、アンテナ３１を介して通話着信
の発生を検出したか否かの判定を行う。携帯電話機１の制御部４１は、通話着信を検出す
るまで処理の実行を待機する。
【００５０】
　携帯電話機１の制御部４１は、着信判定ステップＳ１において通話着信を検出した場合
、ステップＳ２において、通話着信発生時に携帯電話機１側で実行される着信音鳴動処理
の現在の設定モードがマナーモードであるか、通常モードであるかの判定を行う。携帯電
話機１の制御部４１は、通常モードが設定されていると判定した場合、ステップＳ３にお
いて携帯電話機１のスピーカ２５より予め着信音として設定された着信音データの出力を
行う（このときの着信音データは設定されたファイルに応じて圧縮／伸張処理部３７また
は音声画像処理部４９を介して処理が行われる）。このとき、携帯電話機１の制御部４１
は、バイブレータの振動やＬＥＤの照明などを利用した着信通知を併せて行わせるように
してもよい。
【００５１】
　一方、携帯電話機１の制御部４１は、モード設定判定ステップＳ２においてマナーモー
ドが設定されていると判定した場合、ステップＳ４において、マナーモードの設定に基づ
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く着信通知を行う。例えば、携帯電話機１の制御部４１は、着信音の出力は行わないよう
に制御し、バイブレータの振動やＬＥＤの照明などを利用した着信通知を行う。このとき
、携帯電話機１にイヤホン（図示せず）が装着されていた場合には、マナーモードである
か否かにかかわらず、イヤホンを介して予め着信音として設定された着信音データの出力
を行ってもよい。この場合、周囲には着信音が聞こえず、マナーモードとしての仕様を満
たすことができる。
【００５２】
　なお、携帯電話機１の制御部４１は、着信音出力ステップＳ３およびマナー着信通知ス
テップＳ４における通話着信の通知後、着信中に定期的に通知されるＲＩＮＧ通知をヘッ
ドセット３に対して送信する。
【００５３】
　ステップＳ５において、携帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３または携帯電話
機１の操作キー１４より着信応答要求を受信したか否かの判定を行う。着信応答要求は、
例えばヘッドセット３に設けられたリモコン（図示せず）が着信応答の入力を受け付けた
場合や、操作キー１４の通話応答のためのキーが押下された場合に生成される。ヘッドセ
ット３は、生成された着信応答要求を携帯電話機１に送信する。携帯電話機１の制御部４
１は、ヘッドセット３より着信応答要求を受信したことを検知するか、携帯電話機１の操
作キー１４の通話応答のためのキーが押下されたと検知するまで処理の実行を待機する。
【００５４】
　携帯電話機１の制御部４１は、受信判定ステップＳ５において着信応答要求を受け付け
たと判定した場合、ステップＳ６において、着信音出力ステップＳ３においてスピーカ２
５により出力されている着信音データの出力を停止する。または、携帯電話機１の制御部
４１は、着信通知ステップＳ４において実行されていた着信通知を停止するように制御す
る。
【００５５】
　ステップＳ７において、通話着信の発信元との通話処理を開始する。また、携帯電話機
１の制御部４１は、ヘッドセット３に通話開始通知を送信するように制御する。ヘッドセ
ット３は、携帯電話機１より送信された通話開始通知を受信し、携帯電話機１を介した通
話処理を開始する。以上で携帯電話機１により実行される第１の着信音鳴動処理の説明を
終了する。
【００５６】
　次に、携帯電話機１とヘッドセット３が接続中において実行される着信音鳴動処理のう
ち、第２のモードであるヘッドセット３のみに鳴動処理を行わせる設定がなされていると
きの着信音鳴動処理について説明する。
【００５７】
　図６は、本実施形態における携帯電話機により実行されるヘッドセットのみに鳴動処理
を行わせる第２の着信音鳴動処理を説明するフローチャートである。
【００５８】
　ステップＳ１１において、携帯電話機１の制御部４１は、アンテナ３１を介して通話着
信の発生を検出したか否かの判定を行う。携帯電話機１の制御部４１は、通話着信を検出
するまで処理の実行を待機する。
【００５９】
　携帯電話機１の制御部４１は、着信判定ステップＳ１１において通話着信を検出した場
合、ステップＳ１２において、携帯電話機１とヘッドセット３との間で確立しているＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ接続が、ＨＦＰおよびＡ２ＤＰの少なくとも一方のプロファイルを利用し
た接続であるか否かの判定を行う。携帯電話機１は、携帯電話機１とヘッドセット３との
間でＨＦＰおよびＡ２ＤＰの少なくとも一方のプロファイルを利用した接続が確立されて
おらず、ＨＦＰおよびＡ２ＤＰ以外のプロファイル（例えばＡＶＲＣＰ）を利用した接続
が確立されていると判定した場合、図５のモード設定ステップＳ２に進む。すなわち、携
帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３に着信通知音としての音声データを転送する
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ことなく、通常モードやマナーモードによる着信音鳴動処理が携帯電話機１側のみにおい
て実行するように制御する。
【００６０】
　携帯電話機１の制御部４１は、接続判定ステップＳ１２において携帯電話機１とヘッド
セット３との間で確立しているＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が、ＨＦＰおよびＡ２ＤＰの少な
くとも一方のプロファイルを利用した接続であると判定した場合、ステップＳ１３におい
て、ユーザにより着信音として任意に設定された音声データである着信音データが、ヘッ
ドセット３において再生可能な音声データであるか否かの判定を行う。音声データには、
著作権保護の観点から、特定の機器のみで再生可能とされているものがある。例えば、携
帯電話機１に挿着されたメモリカード４７には、記憶されたデータの利用がこのメモリカ
ード４７と対応付けられた機器（携帯電話機）でのみ利用可能な機能（例えばＳＤ－Ｂｉ
ｎｄｉｎｇ（ＳＤバインディング）機能）を有しているものがあり、このメモリカード４
７に記憶された音声データなどがヘッドセット３において再生不可能な音声データに該当
する。また、技術的な理由から、ヘッドセット３に転送不可能な音声データ（例えばＤＴ
ＭＦ（Ｄｕａｌ－Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）音）も、ヘッドセット３
において再生不可能な音声データに該当する。携帯電話機１は、これらのヘッドセット３
において再生不可能な音声データが、着信音データとして設定されているか否かの判定を
行う。なお、再生不可能な音声データか否かの判断については、記憶されたデータがデジ
タルコピー可能か否かの判断でもよい。
【００６１】
　また、ＳＤ－Ｂｉｎｄｉｎｇ対象のデータか否か、デジタルコピー可能か否か、ＤＴＭ
Ｆ音か否かについては、ファイルのヘッダ等に記載されており、その情報を読み込むこと
で判断するようにするのがよい。
【００６２】
　携帯電話機１の制御部４１は、データ判定ステップＳ１３において着信音データがヘッ
ドセット３において再生可能な音声データであると判定した場合、ステップＳ１４におい
て、圧縮／伸張処理部３７または音声画像処理部４９に対して着信音データをＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈの所定のフォーマットに変換するように制御し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール
４８からヘッドセット３に転送するように制御する。
【００６３】
　一方、携帯電話機１の制御部４１は、データ判定ステップＳ１３において着信音データ
がヘッドセット３において再生不可能な音声データであると判定した場合、ステップＳ１
５において、圧縮／伸張処理部３７または音声画像処理部４９に対して代替音データをＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈの所定のフォーマットに変換するように制御し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモ
ジュール４８からヘッドセット３に転送するように制御する。ここで、携帯電話機１の記
憶部４２やメモリカード４７などの記憶手段には、予め設定された着信音データがヘッド
セット３において再生不可能な音声データであった場合にヘッドセット３で出力する着信
音として使用される、代替音データが記憶されている。代替音データは、予め携帯電話機
１に記憶された固定音データを採用してもよいし、ユーザにより任意に設定された固定の
音声データであってもよい。
【００６４】
　なお、着信音転送ステップＳ１４および代替音転送ステップＳ１５において、携帯電話
機１の制御部４１は、圧縮／伸張処理部３７または音声画像処理部４９に対して着信音デ
ータおよび代替音データを所定のフォーマットに変換するように制御して、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈモジュール４８からＨＦＰまたはＡ２ＤＰのプロファイルを利用してヘッドセット
３に転送するように制御する。このとき、ＨＦＰおよびＡ２ＤＰのプロファイルを利用し
た接続が同時に確立している場合には、携帯電話機１の制御部４１は、予め着信音（代替
音）データを転送する際に利用するプロファイルをいずれかに設定しておく。例えば、携
帯電話機１の制御部４１は、ＨＦＰをＡ２ＤＰより優先的に利用して着信音データを転送
するように予め設定しておく。
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【００６５】
　ヘッドセット３は、携帯電話機１より転送された着信音データまたは代替音データを出
力し、ユーザに通話着信が発生した旨を通知する。また、携帯電話機１の制御部４１は、
着信音転送ステップＳ１４または代替音転送ステップＳ１５における着信音データおよび
代替音データの転送の制御を開始した後、着信鳴動中に定期的に通知されるＲＩＮＧ通知
をヘッドセット３に対して送信するように制御する。
【００６６】
　ステップＳ１６において、携帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３より着信応答
要求を受信したかまたは携帯電話機１の操作キー１４が押下されて着信応答要求を受信し
たか否かの判定を行う。携帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３または携帯電話機
１の操作キーによる着信応答要求を受信するまで処理の実行を待機する。
【００６７】
　携帯電話機１の制御部４１は、受信判定ステップＳ１６において着信応答要求を受け付
けたと判定した場合、ステップＳ１７において、着信音転送ステップＳ１４および代替音
転送ステップＳ１５において開始した着信音データおよび代替音データの転送を停止する
ように圧縮／伸張処理部３７または音声画像処理部４９、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール
４８を制御する。ステップＳ１８において、携帯電話機１は通話着信の発信元との通話処
理を開始する。以上で携帯電話機１により実行される第２の着信音鳴動処理の説明を終了
する。
【００６８】
　なお、着信音転送ステップＳ１４および代替音転送ステップＳ１５における着信音デー
タおよび代替音データの転送開始後、携帯電話機１とヘッドセット３との接続が解除され
た場合（リンクロスした場合）、携帯電話機１の制御部４１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジ
ュール４８に対して携帯電話機１からヘッドセット３への転送を中断する。このとき、携
帯電話機１は、ヘッドセット３のみにおいて着信音鳴動処理を行うモードに設定したユー
ザの意図を反映するため、携帯電話機１のスピーカ２５などから着信音の出力を行わない
。また、再度接続が確立された場合においても、着信音データや代替音データの転送は行
わない。これらは、ユーザがあえて第２のモード（携帯電話機１側で鳴動しない）に設定
をしていることから、突然携帯電話機１側で鳴動を行わないようにするためである。
【００６９】
　また、着信判定ステップＳ１１において、携帯電話機１とヘッドセット３とがＨＦＰや
Ａ２ＤＰなどのプロファイルで接続されていない場合においては（ＨＦＰやＡ２ＤＰ以外
のプロファイルで接続されている場合や、そもそもＢｌｕｅｔｏｏｔｈの接続がされてい
ない場合）には、携帯電話機１の制御部４１は、携帯電話機１側のモード（通常モードか
マナーモードか）に応じて着信音の出力またはバイブレータの振動やＬＥＤの照明などを
行うように制御する。
【００７０】
　次に、携帯電話機１とヘッドセット３が接続中において実行される着信音鳴動処理のう
ち、第３のモードである携帯電話機１とヘッドセット３との両方に鳴動処理を行わせる設
定がなされているときの着信音鳴動処理について説明する。
【００７１】
　図７は、本実施形態における携帯電話機により実行される携帯電話機およびヘッドセッ
トに鳴動処理を行わせる第３の着信音鳴動処理を説明するフローチャートである。
【００７２】
　ステップＳ２１において、携帯電話機１の制御部４１は、アンテナ３１を介して通話着
信の発生を検出したか否かの判定を行う。携帯電話機１の制御部４１は、通話着信を検出
するまで処理の実行を待機する。
【００７３】
　携帯電話機１の制御部４１は、着信判定ステップＳ２１において通話着信を検出した場
合、ステップＳ２２において、携帯電話機１とヘッドセット３との間で確立しているＢｌ
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ｕｅｔｏｏｔｈ接続が、ＨＦＰのプロファイルを利用した接続であるか否かの判定を行う
。
【００７４】
　携帯電話機１の制御部４１は、携帯電話機１とヘッドセット３との間でＨＦＰのプロフ
ァイルを利用した接続が確立されていると判定した場合、ステップＳ２３において、第１
の代替音データ（例えばファイル方式がＳＭＡＦであるファイル）を音声画像処理部４９
に対してＢｌｕｅｔｏｏｔｈの所定のフォーマットに変換するように制御し、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈモジュール４８に対してヘッドセット３に転送するように制御する。
【００７５】
　ヘッドセット３は、携帯電話機１より転送された第１の代替音データを出力し、ユーザ
に通話着信が発生した旨を通知する。また、携帯電話機１は、代替音転送ステップＳ２３
における第１の代替音データの転送開始後、着信鳴動中に定期的に通知されるＲＩＮＧ通
知をヘッドセット３に対して送信する。
【００７６】
　この第１の代替音データは、記憶部４２やメモリカード４７などの携帯電話機１に設け
られた記憶手段に記憶された音声データである。第１の代替音データは、予め携帯電話機
１に記憶された固定音データを採用してもよいし、ユーザにより任意に設定された固定の
音声データであってもよいが、音声画像処理部４９によって復号化可能な音声データであ
ることが望ましい。
【００７７】
　ステップＳ２４において、携帯電話機１の制御部４１は、通話着信発生時に携帯電話機
１において実行される着信音鳴動処理の現在の設定モードがマナーモードであるか、通常
モードであるかの判定を行う。
【００７８】
　携帯電話機１の制御部４１は、携帯電話機１において実行される着信音鳴動処理の現在
の設定モードがマナーモードではなく通常モードが設定されていると判定した場合、ステ
ップＳ２５において、スピーカ２５より第１の代替音データの出力を行うように音声画像
処理部４９を制御する。このとき携帯電話機１のスピーカ２５より出力される音声データ
は、第１の代替音転送ステップＳ２３においてヘッドセット３に転送された音声データと
同一の音声データである第１の代替音データである。
【００７９】
　一方、携帯電話機１の制御部４１は、モード設定判定ステップＳ２４においてマナーモ
ードが設定されていると判定した場合、ステップＳ２６において、マナーモードの設定に
基づく着信通知を行うように制御する。例えば、携帯電話機１は、着信音の出力は行わず
、バイブレータの振動やＬＥＤの照明などを利用した着信通知を行う。このとき、携帯電
話機１にイヤホンが装着されていた場合には、マナーモードであるか否かにかかわらず、
イヤホンを介して予め着信音として設定された着信音データの出力を行ってもよい。
【００８０】
　携帯電話機１の制御部４１は、接続判定ステップＳ２２において、携帯電話機１とヘッ
ドセット３との間でＨＦＰのプロファイルを利用した接続が確立されていないと判定した
場合、ステップＳ２７において、携帯電話機１とヘッドセット３との間で確立しているＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がＡ２ＤＰのプロファイルを利用した接続であるか否かの判定を行
う。携帯電話機１の制御部４１は、携帯電話機１とヘッドセット３との間でＡ２ＤＰのプ
ロファイルを利用した接続が確立されておらず、ＨＦＰおよびＡ２ＤＰ以外のプロファイ
ル（例えばＡＶＲＣＰ）を利用した接続が確立されていると判定した場合、図５のモード
設定ステップＳ２に進む。すなわち、携帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３に着
信通知音としての音声データの転送制御をＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８に対してお
こなうことなく、携帯電話機１のみにおいて通常モードやマナーモードによる着信音鳴動
処理を行うように制御される。
【００８１】
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　一方、携帯電話機１の制御部４１は、携帯電話機１とヘッドセット３との間でＡ２ＤＰ
のプロファイルを利用した接続が確立されていると判定した場合、ステップＳ２８におい
て、圧縮／伸張処理部３７（または音声画像処理部４９でもよい）に対して第１の代替音
データとは異なる第２の代替音データをＢｌｕｅｔｏｏｔｈの所定のフォーマットに変換
するように制御して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８に対してヘッドセット３に転送
するように制御する。
【００８２】
　ヘッドセット３は、携帯電話機１より転送された第２の代替音データを出力し、ユーザ
に通話着信が発生した旨を通知する。
【００８３】
　この第２の代替音データは、記憶部４２やメモリカード４７などの携帯電話機１に設け
られた記憶手段に記憶された音声データである。第２の代替音データは、予め携帯電話機
１に記憶された固定音データを採用してもよいし、ユーザにより任意に設定された固定の
音声データであってもよい。また、第２の着信音鳴動処理で用いられた代替音データおよ
び第１代替音声転送ステップＳ２３でヘッドセット３に転送された第１の代替音データと
同一の音声データであってもよい。
【００８４】
　ステップＳ２９において、携帯電話機１の制御部４１は、通話着信発生時に携帯電話機
１において実行される着信音鳴動処理の現在の設定モードがマナーモードであるか、通常
モードであるかの判定を行う。
【００８５】
　携帯電話機１の制御部４１は、携帯電話機１において実行される着信音鳴動処理の現在
の設定モードがマナーモードではなく通常モードが設定されていると判定した場合、ステ
ップＳ３０において、携帯電話機１のスピーカ２５より予め着信音として設定された着信
音データの出力を行うように制御する。
【００８６】
　一方、携帯電話機１の制御部４１は、モード設定判定ステップＳ２９においてマナーモ
ードが設定されていると判定した場合、ステップＳ３１において、マナー着信通知ステッ
プＳ２６と同様にマナーモードの設定に基づく着信通知を行うように制御する。
【００８７】
　なお、ステップＳ２５またはステップＳ２６の後と、ステップＳ３０またはステップＳ
３１の後とにおいて、携帯電話機１においては第１の代替音または着信音データの出力（
またはマナーモード設定に基づく着信通知）による着信通知が行われている。また、ヘッ
ドセット３においては、携帯電話機１より転送された第１または第２の代替音データの出
力による着信通知が行われている。
【００８８】
　一般にＨＦＰのプロファイルを利用して携帯電話機１とヘッドセット３とが接続される
場合、ユーザは携帯電話機１とヘッドセット３との双方から出力される音声が聞こえる状
況（例えばヘッドセット３を用いてハンズフリー通話を行う用途など）で使用される可能
性が高い。そのため、同一の第１の代替音データを出力することで、携帯電話機１とヘッ
ドセット３との双方が異なる音声が出力されることによるユーザの混乱を避けることがで
きる。また、音声画像処理部４９で復号化可能な音声データである必要があるのは、圧縮
／伸張処理部３７で処理される音声データは、前述の通りスピーカ２５による出力と同時
にＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８による外部への転送が行えないからである。
【００８９】
　一方、Ａ２ＤＰのプロファイルを利用して携帯電話機１とヘッドセット３とが接続され
る場合、ユーザはヘッドセット３から出力される音声を中心に聞こえる状況で使用される
可能性が高い（例えば、ヘッドセット３をヘッドフォンとして使用する用途など）。その
ため、ＨＦＰのプロファイルを利用しているときとは異なり、たとえ異なる音声データ（
携帯電話機１：着信音データ、ヘッドセット３：第２の代替音データ）が出力されたとし
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ても、特にユーザの混乱が生じる可能性は低い。
【００９０】
　ステップＳ３２において、携帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３より受信する
、または携帯電話機１の操作キー１４の押下により生じる着信応答要求を受信したか否か
の判定を行う。携帯電話機１の制御部４１は、ヘッドセット３または操作キー１４の押下
により生じる着信応答要求を受信するまで処理の実行を待機する。
【００９１】
　携帯電話機１の制御部４１は、受信判定ステップＳ３２において着信応答要求を受け付
けたと判定した場合、ステップＳ３３において、第１の代替音転送ステップＳ２３または
第２の代替音転送ステップＳ２８においてヘッドセット３に転送を開始した第１または第
２の代替音データの転送を停止するように圧縮／伸張処理部３７または音声画像処理部４
９とＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール４８を制御する。また、携帯電話機１の制御部４１は
、第１の代替音出力ステップＳ２５または着信音出力ステップＳ３０においてスピーカ２
５より出力されている第１の代替音データまたは着信音データの出力を停止するように圧
縮／伸張処理部３７または音声画像処理部４９を制御する。または、携帯電話機１の制御
部４１は、マナー着信通知ステップＳ２６またはステップＳ３１において実行されていた
着信通知を停止するように制御する。
【００９２】
　ステップＳ３４において、携帯電話機１の制御部４１は通話着信の発信元との通話処理
を開始する。以上で携帯電話機１により実行される第３の着信音鳴動処理の説明を終了す
る。
【００９３】
　なお、この第３の着信音鳴動処理で、携帯電話機１とヘッドセット３との間でＨＦＰプ
ロファイルおよびＡ２ＤＰプロファイルの双方によって接続されていた場合には、ステッ
プＳ２２においてＹｅｓの方向へ分岐するため、ＨＦＰプロファイルによって接続されて
いるときの処理が優先して行われる。
【００９４】
　この携帯電話機１によれば、携帯電話機１と対向機器としてのヘッドセット３との間で
接続が確立中において通話着信が発生した場合、ヘッドセット３のみから着信音の出力を
行う設定がなされていた場合であっても、ユーザにより任意に設定された着信音をヘッド
セット３を介して出力することができる。このため、ユーザは携帯電話機１のメインディ
スプレイ２１やサブディスプレイ２４を確認することなく、着信音を聞き分けることで発
信者や発信者の所属するグループを識別することができる。
【００９５】
　また、携帯電話機１は、ユーザが任意に設定した着信音がヘッドセット３において再生
可能であるか否かを判断し、再生不可能な音声データであった場合には代替の音声データ
を出力して着信通知を行うことができる。このため、ユーザがヘッドセット３より着信音
の出力を行うことを意図したにもかかわらず、着信時には着信音の再生ができないという
ことを回避することができ、ヘッドセット３においても好適に着信音の鳴動処理を行うこ
とができる。
【００９６】
　さらに、携帯電話機１にはヘッドセットとＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が確立中における着
信音鳴動処理を三つのモードから選択して設定することができるため、ユーザ個々の使用
状況に応じた着信音鳴動処理を実行させることができる。
【００９７】
　図６の第２の着信音鳴動処理および図７の第３の着信音鳴動処理においては、携帯電話
機１とヘッドセット３との間でＨＦＰおよびＡ２ＤＰの少なくとも一方のプロファイルを
利用した接続が確立している場合において通話着信が発生した場合に実行される着信音鳴
動処理について説明したが、ＨＦＰプロファイルを利用した接続は確立しておらずＡ２Ｄ
Ｐを利用した接続が確立されている場合には、携帯電話機１は、通話着信発生後に所定の
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タイミングでＨＦＰのプロファイルを利用した接続を確立する処理を行う。
【００９８】
　また、第１乃至第３の着信音鳴動処理の開始時において、携帯電話機１とヘッドセット
との間に例えばＡ２ＤＰのプロファイルを利用した接続が確立されており、携帯電話機１
から音楽コンテンツが転送されていた場合には、通話処理の開始のタイミングなどにおい
て、適宜音楽コンテンツの転送を中断させてもよい。
【００９９】
　また、本実施形態においては、携帯電話機１に通話着信が発生した場合の着信音鳴動処
理について説明したが、通話着信の通知に伴う鳴動処理のみならず、電子メールの着信や
、アラーム時刻の到来などの通知を行うための鳴動処理に適用してもよい。電子メールの
着信やアラーム時刻の到来など、携帯電話機１においてユーザ任意の通知音を設定するこ
とができる鳴動処理に関しては、上述した着信音と同様にユーザが通知音を聞き分けるこ
とで、電子メールの着信やアラーム時刻の到来を認識することができるため、有効である
。
【０１００】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で
種々の変形および応用が可能である。
【０１０１】
　また、上述した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成
要件の適当な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される
全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題を解決
することができ、発明の効果として述べられている効果が得られる場合には、この構成要
件が削除された構成も発明として抽出され得る。
【０１０２】
　さらに、本発明は携帯電話機以外にもＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）、パーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携
帯型動画再生機、その他の情報処理装置にも適用することができる。
【０１０３】
　また、本発明の各実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行さ
せることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【０１０４】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本実施形態におけるシステムの構成を示すブロック図。
【図２】本発明に係る情報処理装置の実施形態を示す携帯電話機の外観の構成を示す図。
【図３】本発明に係る情報処理装置の実施形態を示す携帯電話機の他の外観の構成を示す
図。
【図４】本実施形態における携帯電話機の内部の構成を示す図。
【図５】本実施形態における携帯電話機により実行される携帯電話機のみにおいて鳴動処
理を行う第１の着信音鳴動処理を説明するフローチャート。
【図６】本実施形態における携帯電話機により実行されるヘッドセットのみに鳴動処理を
行わせる第２の着信音鳴動処理を説明するフローチャート。
【図７】本実施形態における携帯電話機により実行される携帯電話機およびヘッドセット
に鳴動処理を行わせる第３の着信音鳴動処理を説明するフローチャート。
【符号の説明】
【０１０６】
１　携帯電話機
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２　移動通信網
３　ヘッドセット
１１　ヒンジ部
１２　第一の筐体
１３　第二の筐体
１４　操作キー
１８　左ソフトキー
１９　右ソフトキー
２０　サイドキー
２１　メインディスプレイ
２２　マイクロフォン
２３　レシーバ
２４　サブディスプレイ
３１　アンテナ
４１　制御部
４２　記憶部
４６　メモリカードスロット
４７　メモリカード
４８　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール
４９　音声画像処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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